
 

 

別紙4 

「ＲＥ100 ＴＥＣＨＮＩＣＡＬ ＣＲＩＴＥＲＩＡ」の概要 

 

「ＲＥ100 ＴＥＣＨＮＩＣＡＬ ＣＲＩＴＥＲＩＡ （※）」において、再生可能エネル

ギー源と認められてい るのは、以下のものである。 

１．バイオマス（バイオガスを含む） 

２．地熱 

３．太陽光 

４．水力 

５．風力 

 また、ＲＥ100における再生可能エネルギー電力の調達方法は、下表のとおり定められて

いる。記載のとおり、電気事業者から購入するほか、自家発電や電力証書の購入等も 調達

方法として認められている。なお、調達する再生可能エネルギー電力（電力証書を含む。）

に付随する環境価値については、重複利用がなく、調達者単独の利用であると主張できる

ことが必要となる。そのため、調達者は、電源情報とともに調達者へ環境価値を移転した

こと及び第三者へ移転しないことの証明を電気事業者から得る必要がある。  

 

表 ＲＥ100における再生可能エネルギー電力の調達方法 

自家発電 

1. 企業が保有する発電設備による発電 

購入電力 

2. 企業の敷地内に供給者が設置した設備から購入 

3. 企業の敷地外に設置した発電設備から専用線を経由して直接購入 

4. 企業の敷地外にある系統に接続した発電設備から直接購入 

5. 供給者（電気事業者）との契約（グリーン電力メニュー） 

6. 環境価値を切り離した電力証書の購入 

 

資料：ＲＥ100 ＴＥＣＨＮＩＣＡＬ ＣＲＩＴＥＲＩＡを基に作成 

https://www.there100.org/sites/re100/files/2022-

12/Dec%2012%20-%20RE100%20technical%20criteria%20%2B%20appendices.pdf 

 

 

 

 

 



 

 

別紙5 

特定電源割当証明書様式（例） 

 

特定電源割当証明書（〇年分） 

 

   年  月に以下の通り大垣市に電力供給したことをここに証する。また、供給元電

源情報に掲載の割当電力量に係る環境価値について、大垣市に移転したこと、及びいかな

る第三者へも移転されていないことをここに証する。 

 

供給期間 

使用期間   月  日 ～  月  日 

 

供給元電源情報 

供給元発電所  

発電方法  

住所  

割当電力量  

 

供給電力量に占める再生可能エネルギー電力量の比率 

供給元発電所 〇％（供給電力量〇ｋＷのうち再エネ由来は〇ｋＷ 

 

 

 


